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： 令和 8 年度 令和 17 年度

 ※複数の市場を有する事業にあっては、市場ごとの状況が分かるよう記載すること。

１．事業概要

（１）

人

（２） 使　用　料　形　態　

※取扱い種別、施設ごとの状況が分かるよう記載すること。

警備、清掃等、施設の維持・管理に係る一部の業務を民間委託

該当なし

該当なし

　条例及び施行規則に基づき、卸売業者及び仲卸業者から徴収しています。
　売上金額の３/1000の金額を定めています。

　条例及び規則に基づき、卸売業者及び仲卸業者等から徴収しています。
　施設ごとに１㎡当たりの月額単価を定めています。

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

職 員 数 9 市 場 名 称 中央卸売市場

なし 次 回 再 整 備 予 定 年 度 なし

該当なし

前 回 の 移 転
又 は 再 整 備 年 度

施 設 使 用 料 の
概 要 ・ 考 え 方

民 間 活 用 の 状 況

売 上 高 割 使 用 料 の
概 要 ・ 考 え 方

広 域 化 実 施 状 況

 ア　民間委託

 イ　指定管理者制度

使 用 料 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

令 和 7 年 10 月 1 日

～

別添８－１

策 定 日

事　業　形　態

計 画 期 間

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

事 業 名

団 体 名

八戸市中央卸売市場事業経営戦略

八戸市

中央卸売市場事業

非適用 事 業 開 始 年 月 日
青 果 部 ： 昭 和 52 年 11 月 2 日
花 き 部 ： 平 成 6 年 6 月 1 日

（案） 資料3-2
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（３） 現在の経営状況
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R4

R5

R6
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178.6%

【上記の収益、資産等の状況等を踏まえた現在の経営状況の分析】
　当市場の経常収支比率、経費回収率は概ね100％を超えており、また、他会計補助金比率は、ほぼ0％で推移しているため、他
会計繰入金などに依存しない健全で良好な経営ができていると考えられます。
　当市場では施設の老朽化を見てみますと、耐用年数を超えている建物が多いことから有形固定資産減価償却率は80％を超えて
おり、当市場では施設の老朽化が進んでいると言えます。
　今後の課題は、老朽化が進む施設の更新方法を検討しなければなりませんが、更新方法によっては、経常収支比率及び経費回
収率の減少と、他会計補助比率及び企業債残高対料金収入比率の増加が想定されるため、施設の適正化と健全な経営の維持の
両立が求められます。
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99.5%

0.4%

83.7%
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11,277

10,548

1,185

1,113

1,086

107.1%

106.7%

26,780

年間取扱高
（t）

※過去３年度
分を記載

年度

　R6

0%

82.5%

201.6%

　R5

　R5

　R5

　R5

　R5

年間税込
売上高

（百万円）
※過去３年度

分を記載

年度

花き 合計青果合計

青果合計 花き 合計

果実

果実 その他（青果）

12,665

12,246

11,538

111,186

104,768

107,601

　R4

その他（青果）

337

297

259

他 会 計 補 助 金 比 率 　R4

経 常 収 支 比 率 　R4

経 費 回 収 率 　R4

18,178

21,053

野菜

83,781

82,423

野菜

17,667

企業債残高対料金収入比率

22,909

23,731

86,309

有形固定資産減価償却率 　R4

3,873

4,266

4,490

184

174

151

　R6

99.7%

99.4%
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２．将来の事業環境

（１） 取扱高（ｔ、千本・千鉢・千個）の見通し

◆共通
　人口減少や生産者の高齢化による離農、市場経由率の減少で取扱高の減少が見込まれます。

◆青果部
　本県は農業が盛んな県で、当市周辺にはごぼう、にんにく、長芋の優良産地が控えていることもあり、取扱高の減少幅は他市場
に比べて低くなっています。
　しかし、生産者の高齢化による離農の他、近年の異常気象もあって、令和6年度は、10年前の平成27年度から17.1％の減少と
なっています。
　今後10年間も減少傾向が継続すると推察されますが、一方では農地の大規模化や生産性の向上といった取り組みも進んでいく
と推察されます。このため、10年後である令和17年度の取扱高の見込みを、令和6年度比で14.5％の減少と推察します。

◆花き部
　令和6年度は、10年前の平成27年度から41.4％の減少となっています。今後は、人口減少に加えて、葬儀の簡略化等コロナ禍か
らの脱却が十分でないことから、需要の創出を図る工夫が必要になりますが、10年後である令和17年度の取扱高の見込みを、令
和6年度比で43.5％の減少と推察します。
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（２）

（３）

（４）

３．経営の基本方針

◆売上高使用料
　卸売業者の取扱金額を基に算定されるものです。今後は人口減少等で取扱量が減少する見込みであるものの、現状は賃金・物
価上昇が進んでおり、今後もその傾向が続くと取扱高も微増すると推察されます。なお、令和６年は単価高で過去２番目の取扱額
を記録しています。

◆施設使用料
　現状では全ての施設が使用されており、今後施設の増設予定がないためほぼ横ばいで推移すると推察します。

　青果部施設は令和７年で築48年が経過し、地盤沈下による施設の被害や老朽化が進行しております。また、平成29年度に実施
した耐震診断により、仲卸売場棟は耐震基準を満たしていないことが判明したため、耐震改修をする必要があります。
　前の計画で予定していた主な電気設備の改修工事が完了したため、今後は青果部施設の外壁や給排水衛生設備を中心に修繕
や改修工事を計画的に実施する必要があります。
　また、青果部仲卸業者の負担が最小限となるよう、耐震改修工事の方法について検討するほか、老朽化対策を検討します。

（年度）

使用料収入の見通し

　流通の多様化により、市場経由率が全国的に減少傾向にあることから、今まで以上に市場の活性化を図る必要があります。
　また、賃金・物価上昇で運営費が増額傾向にあることもあり、今後は管理・運営方法の見直しが必要です。

１．安全・安心な生鮮食料品等の集荷・分荷機能の維持
２．適正な価格形成及びそれに係るスムーズな代金決済機能の維持
３．生鮮食料品等の安定供給を図るための施設の維持・管理

施設の見通し

組織の見通し
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

差替え

　効率的、計画的に修繕や改修などの老朽化対策を進めることで、投資の抑制を図ります。また、当
市場は青果物等を全国から集荷し、消費者へ安定的に供給する流通拠点となっております。このこ
とから、施設の問題により休止することができないため、状況に応じて方針を検討し、対処していく必
要があります。

　卸売市場の収入は、市場内業者からの使用料と一般会計繰入金で賄われています。現在では、
ほとんど繰入金に頼らない運営ができていることから、大きな施設改修等がない限りは、一般会計
繰入金に頼らない体制を目指します。

　当市場の場合、取扱額がほとんど減少していないことから、売上高使用料については、（２）使用料収入の見通しで述べたように、
今後10年間の収入は微増になると推察されます。
　施設使用料については、現状全ての施設が使用されている状態にあるため施設使用料の増加は見込めないと考えられます。
　ただし、施設を新築した場合、施設使用料は耐用年数を基準に均等に回収する考えなのに対して、起債償還は比較的早期で返
還することが多いため、どうしても償還が終わるまでは一般会計からの繰入金が必要になります。

　平成30年度に花き棟建設に係る企業債（市債）の償還が完了してからは、一般会計からの繰入金がほぼない状態が続いていま
す。現状では、職員給与費が66,700千円程度、委託費等が67,700千円程度で推移していますが、今後は人件費等の上昇もあり、
徐々に運営費全体が増加傾向になっていくと推察されるため、管理・運営の効率化を検討していく必要があります。

①　収支計画のうち投資についての説明

　花き部施設においては、耐用年数が経過しているものの大きな劣化は見られないことから、必要に応じて改修等を行います。
　青果部においては、老朽化問題・耐震性能不足・地盤沈下問題が顕著であるため、改修等を計画的に行っていく必要があり、今
後は必要な改修等を整理しつつ、市場内業者の負担を抑えるような手法の検討を進めます。

目 標

②　収支計画のうち財源についての説明

目 標
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（３） 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５．公営企業として実施する必要性など

　当市場は、市民に対して、安全、安心な生鮮食料品等を供給していく役割を担っています。
　また、全国各地から生鮮食料品等を集めて分配する「集荷・分荷機能」、需要と供給を反映し、公
正な価格を決定する「価格形成機能」等があり、生鮮食料品等の安定供給という重要な役割を担っ
ています。
　このようなことから、今後も中央卸売市場としての機能を維持していく必要があります。

事業の意義、提供する
サービス自体の必要性

管 理 運 営 費

職 員 給 与 費

そ の 他 の 取 組

　当市場は、八戸市周辺に生鮮食料品等を円滑かつ安定的に供給する食品流通の拠点であり、生
鮮食料品等の公正な取引の場として、取引秩序を維持しながら、集荷及び分荷、価格形成等の役
割を担うなど、公共的役割を果たしています。
　このようなことから、引き続き、当市が開設者として運営を行い、公営企業として事業を継続してい
く必要があります。

　必要に応じて卸売業者・仲卸業者等と検討していきます。

　老朽化等によりこの先大きな支出が見込まれることから、緊急的なものを除き必要最低限の修繕
とし、投資の平準化に努めます。

　近隣の中央卸売市場とは100km以上離れているため、広域化するのが困難な状況です。

公 営 企 業 と し て
実 施 す る 必 要 性

　特になし。

※投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　また、 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組
の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

民 間 活 用

繰 入 金

資 産 の 有 効 活 用 等 に よ る
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組

委 託 料

投 資 の 平 準 化

広 域 化

そ の 他 の 取 組

使 用 料

企 業 債

　特になし。

　現状では一般会計からの繰り入れがほぼないことから、当面は市場内業者の業績に影響を与え
ないように現行の率での徴収を予定しています。但し、再整備後は変更が必要になります。

　施設の老朽化のため必要最低限の整備は行っていく必要があることから、適切な借入を行いま
す。

　花き棟の建設工事の企業債（市債）償還が終了してからは、ほぼ繰入金がない状態が続いていま
す。

　現状では、空き店舗は倉庫で活用するなどして空き施設がない状態です。今後、遊休資産等が出
た場合は有効活用に努めます。

　特になし。

　施設の維持管理にかかる委託料について、内容を精査した上で、コスト削減を図っていきます。

　無駄の無いように適切な維持管理費で行います。

　実施事業に応じて適正な職員配置及び事務の効率化を図り、適正な職員給与費となるよう努めま
す。
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６．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

　本経営戦略は、毎年度見直しを行うとともに、見直しの結果、投資・財政計画と実績に大幅な乖離
が生じた場合や市場事業を取り巻く状況に変化がある場合は、随時更新・改定を行い、より効率的
な投資・財政計画となるよう努めます。

経営戦略の事後検証、
改 定 等 に 関 す る 事 項
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,7

41
12

,6
89

11
,8

65
12

,3
21

12
,4

82
12

,3
58

12
,3

81
12

,3
01

12
,2

98
1
2
,3

1
1

1
2
,2

8
1

ア
87

7
79

6
99

6
1,

74
9

1,
77

9
1,

73
1

1,
94

3
1,

95
3

1,
86

9
1,

81
6

1,
83

1
1
,8

2
3

1
,8

0
1

イ
13

,5
00

8,
5
74

10
,7

45
10

,9
40

10
,0

86
10

,5
90

10
,5

39
10

,4
05

10
,5

11
10

,4
85

10
,4

67
1
0
,4

8
8

1
0
,4

8
0

３
(E

)
32

,8
66

4
8,

6
22

35
,5

32
41

,1
05

40
,6

72
37

,9
32

38
,4

27
37

,5
42

36
,5

95
36

,2
05

35
,3

62
3
4
,5

5
8

3
3
,8

4
1

1
(F

)
18

,6
71

2
4,

9
00

89
,5

00
16

,5
00

10
,1

00
39

,7
00

18
,8

00
7,

10
0

11
,8

00
21

,9
00

20
,8

00
1
9
,3

0
0

1
8
,4

0
0

（１
）

17
,8

00
2
4,

9
00

89
,5

00
16

,5
00

10
,1

00
39

,7
00

18
,8

00
7,

10
0

11
,8

00
21

,9
00

20
,8

00
1
9
,3

0
0

1
8
,4

0
0

（２
）

87
1

（３
）

（４
）

（５
）

（６
）

（７
）

２
(G

)
50

,0
56

5
7,

9
71

12
3,

52
0

52
,4

30
49

,2
91

78
,9

83
52

,6
46

38
,6

16
43

,0
10

51
,1

92
51

,7
28

5
0
,8

6
8

4
8
,7

4
2

（１
）

17
,8

75
2
5,

0
15

89
,5

70
16

,5
30

10
,1

70
39

,7
80

18
,8

20
7,

17
0

11
,8

00
21

,9
20

20
,8

60
1
9
,3

8
0

1
8
,4

9
2

（２
）

(H
)

32
,1

81
3
2,

9
56

33
,9

50
35

,9
00

39
,1

21
39

,2
03

33
,8

26
31

,4
46

31
,2

10
29

,2
72

30
,8

68
3
1
,4

8
8

3
0
,2

5
0

（３
）

（４
）

（５
）

３
(I
)

△
 3

1
,3

8
5

△
 3

3,
07

1
△

 3
4,

02
0

△
 3

5,
93

0
△

 3
9,

19
1

△
 3

9,
28

3
△

 3
3,

84
6

△
 3

1,
51

6
△

 3
1,

21
0

△
 2

9,
29

2
△

 3
0,

92
8

△
 3

1
,5

6
8

△
 3

0
,3

4
2

様
式

第
2号

（法
非

適
用

企
業

）
投

資
・財

政
計

画
（収

支
計

画
）

(A
)-

(D
)

他
会

計
へ

の
繰

出
金

そ
の

他

収
支

差
引

(F
)-

(G
)

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

職
員

給
与

費

う
ち

退
職

手
当

資 　 本 　 的 　 収 　 支

資 本 的 収 入

資
本

的
収

入

地
方

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
補

助
金

他
会

計
借

入
金

固
定

資
産

売
却

代
金

そ
の

他

営
業

外
費

用

支
払

利
息

う
ち

一
時

借
入

金
利

息

う
ち

資
本

費
平

準
化

債
分

そ
の

他

資 本 的 支 出

資
本

的
支

出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

地
方

債
償

還
金

う
ち

資
本

費
平

準
化

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
金

返
還

金

収
支

差
引

１
３

年
度

１
４

年
度

１
５

年
度

１
６

年
度

１
７

年
度

収 　 益 　 的 　 収 　 支

収 益 的 収 入

総
収

益

営
業

収
益

料
金

収
入

７
年

度
（本

年
度

）
８

年
度

９
年

度
１

０
年

度
１

１
年

度
１

２
年

度

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

営
業

外
収

益

他
会

計
繰

入
金

そ
の

他

収 益 的 支 出

総
費

用

営
業

費
用
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差
替

え

（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

５
年

度
６

年
度

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

様
式

第
2号

（法
非

適
用

企
業

）
投

資
・財

政
計

画
（収

支
計

画
）

１
３

年
度

１
４

年
度

１
５

年
度

１
６

年
度

１
７

年
度

７
年

度
（本

年
度

）
８

年
度

９
年

度
１

０
年

度
１

１
年

度
１

２
年

度

(J
)

1,
48

1
1
5,

5
51

1,
51

2
5,

17
5

1,
48

1
△

 1
,3

52
4,

58
1

6,
02

6
5,

38
5

6,
91

3
4,

43
4

2
,9

9
0

3
,4

9
9

(K
)

(L
)

6,
40

5
7,

8
86

23
,4

37
24

,9
49

30
,1

24
31

,6
05

30
,2

54
34

,8
35

40
,8

60
46

,2
45

53
,1

58
5
7
,5

9
2

6
0
,5

8
2

(M
)

(N
)

7,
88

6
2
3,

4
37

24
,9

49
30

,1
24

31
,6

05
30

,2
54

34
,8

35
40

,8
60

46
,2

45
53

,1
58

57
,5

92
6
0
,5

8
2

6
4
,0

8
1

(O
)

(P
)

7,
88

6
2
3,

4
37

24
,9

49
30

,1
24

31
,6

05
30

,2
54

34
,8

35
40

,8
60

46
,2

45
53

,1
58

57
,5

92
6
0
,5

8
2

6
4
,0

8
1

(Q
)

(Q
)

(B
)-

(C
)

(A
)

(D
)+

(H
)

(S
)

22
9,

81
0

23
5,

7
09

24
3,

42
4

24
1,

25
3

24
1,

67
3

24
3,

22
4

24
2,

84
6

24
3,

36
4

24
3,

91
4

24
4,

13
1

24
4,

54
7

2
4
4
,9

3
0

2
4
5
,2

5
7

（T
)

(U
)

(V
)

(W
)

(X
)

33
3,

6
85

32
5,

62
9

38
1,

17
9

36
1,

77
9

33
2,

75
8

33
3,

25
5

31
8,

22
9

29
3,

88
3

27
4,

47
3

26
7,

10
1

25
7,

03
3

24
4
,8

4
5

2
3
2
,9

9
5

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
５

年
度

６
年

度

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

合
計

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

１
２

年
度

１
３

年
度

１
４

年
度

１
５

年
度

１
６

年
度

１
７

年
度

地
方

債
残

高

７
年

度
（本

年
度

）
８

年
度

９
年

度
１

０
年

度
１

１
年

度

健
全

化
法

施
行

令
第

16
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額
健

全
化

法
施

行
規

則
第

６
条

に
規

定
す

る
解

消
可

能
資

金
不

足
額

健
全

化
法

施
行

令
第

17
条

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
の

規
模

健
全

化
法

第
2
2
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
不

足
比

率
(（

T
）/

（V
）×

10
0)

他
会

計
借

入
金

残
高

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(B

)-
(C

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

((
R

)/
(S

)×
10

0)

1
0
1

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
6

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額
(R

)

10
1

99
10

2
10

3
10

2
10

3
収

益
的

収
支

比
率

（
×

10
0

）
10

0
10

7
10

1
10

2

）

10
2

1
0
1

実
質

収
支

黒
字

(N
)-

(O
)

赤
字

赤
字

比
率

（
×

10
0

積
立

金

前
年

度
か

ら
の

繰
越

金

前
年

度
繰

上
充

用
金

形
式

収
支

(J
)-

(K
)+

(L
)-

(M
)

翌
年

度
へ

繰
り

越
す

べ
き

財
源

収
支

再
差

引
(E

)+
(I
)
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